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(57)【要約】
　口腔外撮像システムのための手位置決め装置は、コリ
メータと頭部計測センサとの間の頭部計測台に結合され
ることができる。手位置決め装置は、器具を用いること
なく頭部計測台から着脱される。一実施形態では、口腔
外撮像システムのための手位置決め装置は、調整可能な
取り付けレベルを有することができる。一実施形態では
、口腔外撮像システムのための手位置決め装置は、頭部
計測センサの撮像平面に対して平行な平面において、繰
り返し装着されることができる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも１つの次元において調整可能な支持台と、
　前記支持台に結合され、頭部計測撮像センサを、Ｘ線源によって形成された第１の撮像
領域の近くに位置決めするように構成された頭部計測モジュールであって、前記Ｘ線源か
らのＸ線が、前記第１の撮像領域に放射された後に前記頭部計測センサに衝突する、頭部
計測モジュールと、
　前記第１の撮像領域付近に動作可能に位置決めされた頭部計測患者位置決めユニットと
、
　頭部計測コリメータと、
　前記コリメータと前記頭部計測センサとの間で、前記頭部計測モジュールに着脱可能に
結合された手位置決め装置であって、前記手位置決め装置が、前記手位置決め装置に対し
て単一の方向に力を付与することによって取り除かれる、手位置決め装置と、
　を備える、口腔外撮像システム。
【請求項２】
　前記手位置決め装置が、器具を用いることなく取り付けられるか、または取り除かれる
、請求項１に記載の口腔外撮像システム。
【請求項３】
　前記手位置決め装置と前記頭部計測台との間の係合力が、ある範囲内で調整可能である
、請求項２に記載の口腔外撮像システム。
【請求項４】
　前記手位置決め装置と前記頭部計測台との間の係合力が、器具を用いることなく、前記
範囲内で調整可能である、請求項３に記載の口腔外撮像システム。
【請求項５】
　前記手位置決め装置が、前記力が閾値力よりも大きいときに取り外され、前記閾値力が
、前記頭部計測モジュールと前記手位置決め装置との間の磁力に関連する、請求項１に記
載の口腔外撮像システム。
【請求項６】
　前記手位置決め装置と前記頭部計測台との間の係合力が、磁気アトラクタと、調整可能
な被吸引部材とを含み、前記磁気アトラクタが、前記頭部計測台に取り付けられ、前記調
整可能な被吸引部材が、前記手位置決め装置に装着され、前記被吸引部材から前記磁気ア
トラクタまでの距離が、前記手位置決め装置での前記被吸引部材の位置を調整することに
よって制御される、請求項１に記載の口腔外撮像システム。
【請求項７】
　調整可能に吸引された係合力が、前記被吸引部材と前記磁気アトラクタとの間の３Ｄ距
離を増減することによって調整される、請求項６に記載の口腔外撮像システム。
【請求項８】
　前記手位置決め装置が、前記頭部計測センサに対して平行な単一の位置にのみ装着され
ることができる、請求項１に記載の口腔外撮像システム。
【請求項９】
　前記頭部計測台が、第１の方向に沿って延びるように向けられた細長凹部を備え、前記
手位置決め装置が、延伸部を備え、前記手位置決め装置が、前記延伸部が前記第１の方向
で位置合わせされたときのみ、前記頭部計測台に装着されることができる、請求項８に記
載の口腔外撮像システム。
【請求項１０】
　前記手位置決め装置が、第１の方向に沿って延びるように向けられた細長凹部を備え、
前記頭部計測台が、延伸部を備え、前記手位置決め装置が、前記延伸部が前記第１の方向
で位置合わせされたときのみ、前記頭部計測台に装着されることができる、請求項８に記
載の口腔外撮像システム。
【請求項１１】
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　前記頭部計測モジュールが、所定の非対称形状を備える凹部を含み、前記手位置決め装
置が、前記手位置決め装置の単一の方位で前記凹部に装着される非対称な延伸部を含む、
請求項１に記載の口腔外撮像システム。
【請求項１２】
　前記手位置決め装置が次の撮像操作のために設置されると、並行して発生した検出可能
な情報が提供される、請求項１に記載の口腔外撮像システム。
【請求項１３】
　前記手位置決め装置が前記台に設置されたときに、前記並行して発生した検出可能な情
報が、視覚的表示または可聴表示である、請求項１２に記載の口腔外撮像システム。
【請求項１４】
　前記頭部計測患者位置決めユニットが、前記一体型頭部計測コリメータと前記頭部計測
撮像センサとの間にあり、前記頭部計測患者位置決めユニットが、
　少なくとも２つの次元において調整可能な前頭部支持部と、
　少なくとも１つの次元において調整可能な、少なくとも１つの一時的保持部材と、
　前記一体型頭部計測コリメータの一側または両側に装着される、引き込み式頭部計測フ
ランクフルト平面位置決め表示器と、
　を備える、請求項１に記載の口腔外撮像システム。
【請求項１５】
　前記支持台に装着され、前記Ｘ線源及び撮像センサを、第２の撮像領域を中心として周
回させるよう構成されて、それによって、Ｘ線が、前記第２の撮像領域に放射された後に
前記撮像センサに当たるようにされる、第１の台と、
　前記口腔外撮像システムに結合され、前記第２の撮像領域付近に動作可能に位置決めさ
れた第２の患者位置決めユニットであって、
　　ハンドルを備える細長シールドと、
　　前記細長シールドに結合され、下顎位置決め要素を備える下顎支持部と、
　　前記細長シールドに結合された頭部支持部と、を備える、第２の患者位置決めユニッ
トと、
　第２のフランクフルト平面位置決め表示器と、
　を備える、請求項１に記載の口腔外撮像システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、全体として歯科用Ｘ線撮像の分野に関し、より具体的には、歯科用途のため
の頭部計測Ｘ線モードでの撮像に関する。さらに、本発明は、複合型の頭部計測用パノラ
マ式及びコンピュータ断層撮影歯科用撮像装置及び／または方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　歯科用撮像の分野では、頭部計測撮像装置は、長いアームの端に装着された頭部計測撮
像センサに向かって、円錐またはピラミッド形状のＸ線ビームを発するＸ線源を含む。患
者の頭部を位置決めするための患者の位置決めユニットは、Ｘ線源と頭部計測センサとの
間で、頭部計測センサの付近に位置する。そして、離隔したＸ線源に端を発するＸ線ビー
ムは、頭部計測センサに当たる前に、患者の頭蓋骨に放射される。信号のデジタル化及び
データ処置は、患者の頭蓋骨または頭蓋骨の少なくとも一部の投影画像を再生することに
つながる。
【０００３】
　一般的な歯科用頭部計測撮像装置では、Ｘ線源と頭部計測センサとの間の距離は大きく
、通常は１．７ｍである。患者の位置決めユニットが、頭部計測センサの付近であり、か
つＸ線源から離れて位置するため、患者の頭蓋骨サイズに対する画像サイズの大きさの比
率は、頭蓋骨の任意の部分についてほぼ１である。
【０００４】
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　頭部計測センサは、大きな高さ対幅の比率が大きい（例えば３０）薄型の垂直の矩形形
状を有することができる。頭部計測センサと同じ形状を有するコリメータを用いて、離隔
したＸ線源に端を発するＸ線ビームを平行にする。このコリメータは、頭部計測センサに
一致させて、患者の位置決めユニットの正面に位置決めされ、それによって、Ｘ線ビーム
が、患者に放射される前に成形されるようにする。頭部計測撮像プロセスは、頭部計測セ
ンサが、組み合わせられかつ連動したコリメータの移動とともに、頭蓋骨の一側から他側
に（例えば水平に、垂直に）移動する間に、頭部計測センサからのデータのフレームを蓄
積することを含む。そして、データのフレームは、頭蓋骨全体の投影画像を再生するよう
に併合されて処置される。頭部計測または頭蓋骨撮像技術においては、患者は、Ｘ線ビー
ムに面して、または側面位置に位置付けられることができる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　依然として、歯科用撮像装置及び／または方法のための改善された頭部計測の機能性に
対する要望がある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本出願の１つの態様は、特に歯科用用途のための医療用デジタル放射線撮影の分野を進
歩させることである。
【０００７】
　本出願の別の態様は、関連技術における前述及び他の欠点の全体または少なくとも一部
に対処することである。
【０００８】
　本出願の別の態様は、本明細書で説明された利点の全体または少なくとも一部を提供す
る。
【０００９】
　本出願の装置及び／または方法の実施形態によってもたらされる利点は、従来の撮像方
法と比較して、歯、顎及び頭部の特徴または表面の低コストでの改善された撮像に関する
。
【００１０】
　本出願の装置及び／または方法の実施形態によってもたらされる利点は、歯科用頭部計
測撮像装置のための手位置決め機能性を提供することに関する。
【００１１】
　本出願の装置及び／または方法の実施形態によってもたらされる利点は、歯科用頭部計
測撮像装置のための器具なしで設置されることができる、手位置決め機能性を提供するこ
とに関する。
【００１２】
　本出願の装置及び／または方法の実施形態によってもたらされる利点は、手位置決め装
置が次の撮像操作のために設置され、及び／または取り除かれると、並行して発生した、
及び／または検出可能な情報を提供する手位置決め装置及び／または方法を提供すること
に関する。
【００１３】
　本出願の装置及び／または方法の実施形態によってもたらされる利点は、設置時の正確
な位置合わせを含む、歯科用頭部計測撮像装置のための手位置決め装置を提供することに
関する。
【００１４】
　本開示の１つの態様によれば、独立装置クレームが、パラグラフの形式で提供される。
これらの目的は、例示のみのために提供され、そのような目的は、本発明の１つ以上の実
施形態に典型的である場合がある。本質的に達成された他の望ましい目的及び利点は、当
業者において想起されるかまたは明らかとなり得る。本発明は、添付の請求項によって定
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義される。
【００１５】
　本発明の前述及び他の目的、特徴及び利点は、添付の図面に図示されるような、以下に
続く本発明の実施形態のより特定的な説明から明らかになろう。
【００１６】
　図面の要素は、必ずしも互いに対して縮尺通りではない。基本的な構造関係または動作
原理を強調するために、いくらかの誇大化が必要である場合がある。説明された実施形態
の実施に必要であるいくつかの従来の構成要素、例えばシステム光学部品をパッケージし
、装着し、保護するための力を提供するために用いられる支持要素等は、説明を簡略化す
るために図中には示されない。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】頭部計測撮像ユニットを含む関連技術の口腔外歯科用撮像システムの斜視図を示
す図である。
【図２】図１の頭部計測撮像ユニットの斜視図を示す図である。
【図３ａ】脱係合された状態における、頭部計測台及び典型的な手位置決め装置の集合体
の実施形態を示す図である。
【図３ｂ】係合された状態における、頭部計測台及び典型的な手位置決め装置の集合体の
実施形態を示す図である。
【図４】典型的な手位置決め装置の実施形態の頭部計測台上での係合の拡大図を示す図で
ある。
【図５】手位置決め装置の頭部計測台上での係合の断面図を示す図である。
【図６】典型的な手位置決め装置の実施形態のアームを正確な角度方位で係合するための
スリットを提示する、頭部計測台の拡大図を示す図である。
【図７】頭部計測台において係合された典型的な手位置決め装置の実施形態を示す図であ
り、頭部計測台は、透明化して提示されている。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　典型的な実施形態が以下に説明されており、図面についての言及がなされ、それらにお
いて、同じ参照番号は、複数の図面の各々における構造の同じ要素を特定する。
【００１９】
　本開示の文脈で用いられる場合、用語「ｆｉｒｓｔ（第１の）」、「ｓｅｃｏｎｄ（第
２の）」等は、特に断らない限り、任意の順序的、連続的、または優先順位的関係を表す
ものではなく、単に１つの工程、要素、または要素のセットを別のものとより明確に区別
するために用いられる。
【００２０】
　本明細書で用いられる場合、用語「ｅｎｅｒｇｉｚａｂｌｅ（通電可能な）」は、電力
を受けたときに、そして任意には許可信号を受信したときに、指定された機能を行う装置
または構成要素のセットに関する。用語「ａｃｔｕａｂｌｅ（作動可能な）」は、その従
来の意味を有し、例えば、刺激に応答して、例えば電気信号に応答して行動を引き起こす
ことが可能である装置または構成要素に関連する。
【００２１】
　歯科治療の分野では、特に歯列矯正の分野では、歯科医は何らかの歯列矯正治療を判断
する前に、若い患者の年齢及び／または骨成長の進み具合を知ることが必要である場合が
ある。実際に、歯列矯正治療は、若い患者の解剖学的な成長を考慮して、開始が早すぎる
べきではなく、遅すぎるべきでもない。手と前腕との間に位置する骨の集まりである手根
骨のＸ線撮像は、施術者に、若い患者の年齢及び骨成長に関する精密な情報を提供する。
【００２２】
　実質的に、患者の手全体のＸ線画像は、手根骨の情報を得るために実行される。手が頭
部とほぼ同じサイズを有するため、手のＸ線撮像は、頭部計測用Ｘ線撮像装置を用いて実
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行されることができる。従来技術によれば、Ｘ線に対して透過性であり、手のサイズより
もわずかに大きいサイズを有するプレートが、Ｘ線センサに対して垂直、平行、及びその
正面に吊設される。そして、患者は、プレートに対して自分の手を押し付け、そのように
して頭部計測Ｘ線スキャニングの前に手を正しく位置決めする。
【００２３】
　さらに従来技術によれば、頭部計測撮像装置は、垂直方向に調整可能であることができ
、頭部計測モジュールを支持するベースを含むことができる。頭部計測モジュールは、頭
部計測撮像プロセスのために必要であるさまざまな要素、つまりＸ線ビームを成形するた
めのコリメータ、患者の頭部位置決めユニット、手根骨撮像のための手プレート／位置決
め装置、及びＸ線ビームが患者の頭部あるいは手のいずれかに放射された後にＸ線ビーム
を集めるためのＸ線センサを吊設し、及び／または摺動させるためのハウジング及びレー
ルが備えられた台を含む。しかしながら、従来技術の頭部計測撮像装置の不利点は残され
ている。１つの不利点は、患者の手プレート／位置決め装置が、頭部計測台及び適所に設
置されたときに、患者の頭部位置決めユニットを正しく位置決めする（例えば回転させる
）ことができないことである。結果として、従来技術の手の位置決め装置／プレートは、
用いられたあとに取り除かれなければならない。また、手のプレート／位置決め装置は、
Ｘ線に対して透過性であるが、それでもやはり、従来技術の手プレート／位置決め装置は
、Ｘ線ビームが、頭部計測センサに当たる前に適所に維持されている手のプレート／位置
決め装置を通過しなければならない場合、頭蓋骨の画像を少なくともわずかに汚染する。
【００２４】
　従来技術による手の位置決め装置によって呈される別の不利点は、手の位置決め装置が
、頭部計測台から取り除かれることと、そこに設置することとが困難であることである。
従来技術による手の位置決め装置によって呈される別の不利点は、手の位置決め装置が、
頭部計測台上に正しく装着されたか否か、またはそれに正しく係合されたか否かの表示が
ないことである。
【００２５】
　頭部計測台上への簡単な設置、及び／または手位置決め装置が実質的に正しく頭部計測
台上に設置されていることの情報を提供するための能力を含む、頭部計測台及び手位置決
め装置を備える頭部計測撮像システムに対する要望が依然としてある。
【００２６】
　図１は、頭部計測撮像ユニットを含む、関連技術の口腔外歯科用撮像システムの斜視図
を示す図である。図１に示されるように、典型的な口腔外歯科用撮像システム１００は、
支柱１を含む支持構造体を含む。柱１は、二次元または三次元で調整可能であってもよい
。例えば、柱１は、伸縮式であることができ、下側部分１ａの内側で摺動する上側部分１
ｂを含み得る。水平な台２は、垂直な柱１によって支持されるかまたは保持されてもよく
、回転可能なガントリ３を支持することができる。Ｘ線源４及び第１のＸ線撮像センサ５
は、ガントリ３と、互いに対応して（例えば、反して、整合されて）取り付けられるかま
たは結合されることができる。第１のＸ線センサ５は、パノラマ式（例えばスリット状の
）センサ、またはコンピュータ断層撮影（例えば矩形、正方形形状の）センサであっても
よい。好ましくは、Ｘ線源４に端を発するＸ線ビームは、第１の撮像領域、すなわち対象
物または患者に放射された後、センサ５に当たる。第１の患者位置決め及び保持システム
６は、第１の撮像領域の付近に、またはその中に動作可能に位置決めされることができる
。例えば、第１の患者位置決め及び保持システム６は、Ｘ線源４と第１のＸ線撮像センサ
５との間にあってもよい。第１の患者位置決め及び保持システム６は、前頭部支持部７ａ
と、２つのハンドル７ｃ及び７ｄを含むシールド７ｂとを含むことができる。そして、患
者は、ハンドル７ｃ及び７ｄを把持して、ＣＴスキャンまたはパノラマスキャン中に静止
したままにすることができる。
【００２７】
　Ｘ線源４からさらに離隔した場合、頭部計測撮像ユニット８は、Ｘ線源４に対応させて
保持され得る。例えば、図１に示されるように、頭部計測撮像ユニット８は、延伸した（
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例えば水平な）頭部計測アーム９を介して、垂直柱の上側部分１ｂに取り付けられるかま
たは結合されることができる。頭部計測撮像ユニット８は、コリメータ１２、第２のまた
は頭部計測センサ１３及び第２の患者位置決め及び保持システム１４を支持する台１０を
含むことができる。図２においてさらに見られるように、第２の患者位置決め及び保持シ
ステム１４は、前頭部支持部１７と、各々が耳ロッド１６ａ及び１６ｂを支持する２つの
一時的保持部材１５ａ及び１５ｂとを含むことができる。好ましくは、Ｘ線源４に端を発
するＸ線ビームは、第２のまたは頭部計測撮像領域または患者に放射された後に、センサ
１３に当たる。第２の患者位置決め及び保持システム１４は、第２の撮像領域の付近に、
またはその中に動作可能に位置決めされることができる。例えば、第２の患者位置決め及
び保持システム１４のおかげで、患者はコリメータ１２とセンサ１３との間に、好ましく
は第２の撮像領域の中に精密かつ繰り返し位置決めされる。保持部材１５ａ及び１５ｂの
うち１つ以上は、それぞれレール１５ａｒ及び１５ｂｒに沿って摺動することができ、そ
れによって、２つの耳ロッド１６ａ及び１６ｂ間の距離を、患者の頭部に適合するように
変えることができる。前頭部支持部１７もまた、調整可能であることができる。例えば、
前頭部支持部１７は、水平方向及び垂直方向に沿って摺動させることによって、少なくと
も２つの直交する次元に調整可能であることができる。代替的に、前頭部支持部１７は、
三次元で、または３つ以上の直交軸を中心として調整可能であることができる。
【００２８】
　図２に示されるように、コリメータ１２は、Ｘ線ビームを成形するための細長い開口ま
たはスリット２０を含むことができる。Ｘ線センサ１３は、コリメータ１２の垂直スリッ
ト２０に（例えば、第２の撮像領域をわたって）面する細長い形状（例えば垂直スリット
）を有する活性領域２１を含むことができる。センサ１３及びコリメータ１２は、互いに
面し、それによって、センサ１３は、Ｘ線ビームがコリメータ１２によって整形された後
、かつＸ線ビームを放射された患者が、第２の患者の位置決め及び保持システム１４上に
位置決めされて保持された後に、Ｘ線源４に端を発するＸ線を受けることができるように
される。患者の完全な頭蓋骨のスキャニングのために、コリメータ１２は、レール２２に
沿ったＸ線スキャン中に動かすかまたは摺動することができ、センサ１３は、レール２３
に沿って動かすかまたは摺動することができ、両方のレールは、台１０に結合されている
。例えば、レール２２、２３は、頭部計測撮像ユニット８の台１０の下面に組み入れられ
ることができる。頭部計測Ｘ線スキャン中の任意の時に、ソース（図示せず）の正面の一
次コリメータと、コリメータ１２のスリット２０と、センサ１３の活性領域との間の位置
合わせがあってもよい。そのようなＸ線位置合わせは、例えば米国特許番号第５５１１１
０６号に開示されている。頭部計測スキャン中の集合体の選択された位置において、セン
サ１３によって、Ｘ線デジタル画像が得られる。頭部計測スキャンの終わりに、画像再構
成装置（例えばハードウェア、ソフトウェア及び／または画像処理）は、頭部計測スキャ
ン中に得られた複数の画像に基づいて、例えば当業者においては既知であるアルゴリズム
を用いて、頭蓋骨全体の画像を再構成する。
【００２９】
　典型的な口腔外歯科用撮像システム１００において良好な画質を可能にする正確な患者
の位置決めのために、眼窩底及び外耳道を通過する直線を含有するフランクフルト平面は
、水平でなければならない。フランクフルト平面が水平であることを制御するかまたは確
認することを目的として、少なくとも部分的に透明な視覚的表示３０を用いることができ
る。
【００３０】
　図３ａは、脱係合された状態における、頭部計測台及び典型的な手位置決め装置の集合
体の実施形態を示す図である。図３ｂは、係合された状態における、頭部計測台及び典型
的な手位置決め装置の集合体の実施形態を示す図である。図３ａ～３ｂに示されるように
、典型的な手位置決め装置の実施形態は、図１に示された関連技術の口腔外歯科用撮像シ
ステムに適用されることができる。
【００３１】
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　図３ａに示されるように、手位置決め装置３００は、Ｘ線に対して透過性であり、位置
決め装置３００が施術者によって把持されるかまたは簡単に操作されることができるよう
にする２つのハンドル３０３及び３０４を含むフレーム（例えばアルミニウム、金属、硬
質材料、プラスチック等で作られる）に組み込まれるプレート３０２を含むことができる
。ユーザによって把持されるための、他の既知の種類の領域または延伸部が想定されるこ
とができる。所定の形状を有する突起３０５は、位置決め装置３００に固定されるかまた
は一体化されることができる。図３ａに示されるように、突起３０５は、円錐形状である
ことができ、ハンドルのうち一方、つまりハンドル３０４上に固定されることができる。
頭部計測台１１０は、垂直に調整可能なベース（図示せず）に添着されることができる。
２つのレール１１１及び１１２（台１１０の下側面上）は、それぞれＸ線ビームを成形す
るためのコリメータ（例えば、コリメータ１２ではない）と、薄い矩形形状を有するＸ線
頭部計測センサ（例えばセンサ１３）との係合及び摺動を可能にすることができる。頭部
計測Ｘ線画像は、頭部計測センサ及び頭部計測コリメータが同期移動して摺動する間に連
続的に得られた患者の頭蓋骨または手のフレームの累積を含む、スキャニングプロセスを
実行することによって得られる。図３ａ～３ｂでは、台１１０のハウジング１１４は、患
者の頭部位置決めユニット（図示せず）（例えばシステム１４）の取り付けまたは固定専
用であることができ、ハウジング１１３は、手位置決め装置３００の突起３０５を係合す
るために設けられることができる。図３ｂは、ハウジング１１３内の突起３０５（例えば
、所定の一致するまたは噛み合う形状を備える）によって係合された位置における、頭部
計測台１１０及び手の位置決め装置３００で構成された集合体を表す。
【００３２】
　図４は、典型的な手位置決め装置の実施形態の、頭部計測台上での係合の拡大図を示す
。図５は、図４の手位置決め装置の係合の、線Ａ－Ａ’に沿った断面図を示す。
【００３３】
　図４～５に示されるように、頭部計測台１１０の表面１５０には、中空凹部の形状の中
側面または穴を有するハウジング１１３を設けることができる。ハウジング１１３内の中
空凹部の内側の形状は、先細状の円錐穴１１３ａの全体形状を有することができる。一実
施形態では、永久磁石１２３は、中空凹部または先細状の円錐穴１１３ａの内部に位置決
めされるかまたは固定される。図４に示されるように、永久磁石１２３は、先細状の円錐
穴１１３ａの内部に設けられた肩１１５（例えば底側表面）と、及び少なくとも１つの固
定具（頂面または反対側の表面）との間に装着されることができる。図４～５に示される
ように、磁石１２３の頂面は、２つのねじ１２１ａ及び１２１ｂに抗して保持される。例
えば、２つのねじ１２１ａ及び１２１ｂは、頂面１２０の正反対の位置に固定され、２つ
のリング１２２ａ及び１２２ｂを永久磁石１２３（例えば頂面）に対して押し付ける。ま
た、磁石１２３は、肩１１５と２つのリング１２２ａ及び１２２ｂとの間に挟まれること
ができる。一実施形態では、永久磁石１２３の頂面は、先細状の円錐穴１１３ａの円形の
頂面１２０の上方にわずかに引き上げられる（例えば、越える）。一実施形態では、肩１
１５は、わずかに先細状の円錐穴１１３ａの中に延び、それによって、永久磁石１２３の
大部分または実質的にすべてが、穴１１３ａの中に露出するようにされる。代替的に、肩
１１５は、永久磁石１２３の例えば２０％、ほとんどまたはすべてを覆うことができる。
加えて、磁石１２３をハウジング１１３内で装着する他の既知の方法を用いることができ
る。
【００３４】
　頭部計測台１１０内での手位置決め装置３００の設置または係合位置において、手位置
決め装置３００の突起３０５は、ハウジング１１３の円錐穴１１３ａの内側に貫通するこ
とができる。一実施形態では、突起３０５は、アルミニウムで作られ、手位置決め装置３
００のハンドル３０４上に固定されることができる。一定の典型的な実施形態では、突起
３０５の外側面３１４は、穴１１３ａの内面と嵌め合わせられるかまたは係合することが
でき、好ましくは、突起３０５の上面は、永久磁石１２３の下面と接触（または磁気係合
）する。突起３０５には、突起３０５の対称軸に沿って延びる装着端３３１が設けられる
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。装着端３３１は、ねじ部３３１ａを含むことができる。磁気部は、装着端３３１の内側
であることができる。図５に示されるように、磁気ねじ３３０（例えば鉄ねじ）は、ねじ
穴３３１に螺入されることができる。突起３０５が台１０に装着されると、永久磁石１２
３によって、磁気ねじ３３０に対して磁力が作用する。
【００３５】
　有利には、突起３０５のねじ付き穴３３１の内側の磁気ねじ３３０の位置は、永久磁石
１２３による磁力を変え、及び／または監視するために変更することができる。一方では
、磁気ねじ３３０を、磁石１２３に十分に近接させて、磁力が手位置決め装置３００全体
の重量と平衡するようにしなければならない。磁石１２３によって台１１０における装着
位置で保持されると、手位置決め装置３００は、患者の手及び手根骨のＸ線撮像のために
用いられるよう準備される。他方で、磁気ねじ３３０が磁石１２３にあまりにも近接して
位置決めされると、吸引力が強力になりすぎる可能性があり、歯科医は、手位置決め装置
３００を頭部計測台１１０から（例えば、手根骨撮像プロセスの終わりにおいて）取り除
くことが多少困難になる。さらに、吸引力の調整は、磁気ねじを、装着されたときに磁石
１２３にさらに近接させるかまたはそれからさらに遠くになるように手動で動かす（例え
ば回したり、摺動させたりする）ことによって、手動で（または自動的に）行うことがで
きる。一実施形態では、調整可能な吸引係合力は、被吸引部材と磁気アトラクタとの間の
３Ｄ距離を増減することによって調整されることができる。例えば、磁気的に吸引可能な
材料を突起３０５等に付加的に加えるかまたは取り除くことによる、吸引力を調整する代
替の方法を想定することができる。有利には、本出願による典型的なシステム及び／また
は方法の実施形態は、従来技術の複雑でかさばる機構と比較して、手位置決め装置３００
を簡単に位置決めし、及び／または簡単に取り除くことを可能にすることができる。
【００３６】
　Ｘ線透過性のプレート３０２が、レール１１２に係合されたＸ線頭部計測センサ（表さ
れないが、センサ１３）に対して平行であり、それによって、手または手根骨の解剖学的
構造に重なることなく、頭部計測センサの平面上に手が投影されるようにすることが最も
重要である。この目的のために、本出願の一定の典型的な装置及び／または方法の実施形
態は、手位置決め装置３００の単一の装着方位及び／または正しい装着または設置の検知
表示を提供する。
【００３７】
　図６は、典型的な手位置決め装置実施形態の延伸部（例えばアーム）に正確な角度方位
で係合するための凹部（例えばスリット）を表す、頭部計測台の拡大図を示す図である。
一実施形態では、横棒３４０は、突起３０５から離れて直角に延びる（図４参照）。図６
に示されるように、横棒３４０は、ハウジング１１３の穴１１３ａに接合する（例えば、
そこから延びる）頭部計測台１１０の表面１５０上に作られたスロット１４１に係合する
ように構成される。好ましくは、手位置決め装置３００は、頭部計測台１１０の表面１５
０上のハウジング１１３の穴１１３ａに、単一の可能な角度位置で係合され、手位置決め
装置３００の表面３０２が、頭部計測センサの撮像平面に対して平行であることを確実に
するようにすることができる。
【００３８】
　さらに、歯科医は、手位置決め装置３００が頭部計測台１１０において好都合に位置決
めされるかまたは正しく装着されたことを知らされる必要がある。この目的のために、一
定の典型的なシステム及び／または方法の実施形態では、位置決め装置３００の装着を検
証するための表示器を、頭部計測台１１０または手位置決め装置３００の内部に内蔵させ
ることができる。一実施形態では、台１１０の表面１５０上の、ハウジング１１３の近傍
に、電気スイッチ１４３が設けられる。電気スイッチ１４３は、スロット１４１（図４及
び７参照）まで延びる接点を含むことができる。手位置決め装置３００が台１１０に係合
されると、導電性である横棒３４０は、電気スイッチ１４３の接点と接触し、その結果、
手位置決め装置３００の正確な係合を示すために、電流がスイッチ１４３を通って伝えら
れる。歯科医に対する対応情報は、コンピュータ画面のようなユーザインターフェース上
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に、または視覚的表示（例えば光、赤色／緑色等）を用いて表示されることができる。代
替的に、歯科医に対する可聴警報または対応する情報が、スピーカのようなユーザインタ
ーフェースで放送されることができる。一実施形態では、横棒３４０は、少なくとも１つ
の絶縁性または非導電性コアを覆う金属または導電層であることができる。
【００３９】
　本出願の典型的な実施形態と一致させて、コンピュータプログラムは、電子メモリから
アクセスされる画像データに対して行う記憶された命令を利用する。画像処理分野におけ
る当業者には理解されるように、本出願の典型的な実施形態における撮像システムを動作
させるためのコンピュータプログラムは、好適な汎用コンピュータシステム、例えばパー
ソナルコンピュータまたはワークステーションによって利用されることができる。しかし
ながら、多くの他のタイプのコンピュータシステムを用いて、本出願のコンピュータプロ
グラムを実行することができ、例えば、ネットワーク接続されたプロセッサの機構を含む
。本出願の典型的な方法／装置を行うためのコンピュータプログラムは、コンピュータ可
読記憶媒体に記憶されてもよい。本媒体は、例えばハードドライブ等の磁気ディスク、ま
たはリムーバブル装置もしくは磁気テープ等の磁気記憶部媒体、光学ディスク、光学テー
プ、または機械可読光学符号化等の光学記憶部媒体、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）
、またはリードオンリーメモリ（ＲＯＭ）等のソリッドステート電子記憶装置、またはコ
ンピュータプログラムを記憶するために使用される任意の他の物理的装置または媒体を含
み得る。また、本出願の典型的な方法／装置を行うためのコンピュータプログラムは、イ
ンターネットまたは他のネットワークもしくは通信媒体を経由して画像プロセッサに接続
されたコンピュータ可読記憶媒体上に記憶されてもよい。また、当業者においては、その
ようなコンピュータプログラム製品の等価物が、ハードウェアにおいて構築されてもよい
ことがさらに容易に認識されよう。
【００４０】
　用語「ｍｅｍｏｒｙ（メモリ）」は、本開示の文脈では「コンピュータアクセス可能メ
モリ」に相当し、画像データを記憶してそれに対する作業を行うために用いられ、例えば
データベースを含むコンピュータシステムにアクセス可能である、任意のタイプの一時的
またはより永続的なデータ記憶作業域を指すことができることに留意すべきである。メモ
リは、例えば磁気または光学記憶部等の長期記憶媒体を用いる、不揮発性のものであるこ
とができる。代わりに、メモリは、マイクロプロセッサまたは他の制御論理プロセッサ装
置によって、一時的バッファまたは作業域として用いられるランダムアクセスメモリ（Ｒ
ＡＭ）等の電子回路を用いる、より揮発性の性質であることができる。通常、表示データ
は、例えば表示装置に直接関連付けられた一時記憶バッファに記憶され、表示データを提
供するために、必要に応じて周期的に更新される。また、この一時記憶部バッファは、当
該用語が本開示において用いられる場合、メモリの１タイプとして考慮される。また、メ
モリは、演算及び他の処理を実行して、中間及び最終結果を記憶するためのデータ作業域
としても用いられる。コンピュータアクセス可能メモリは、揮発性、不揮発性、または揮
発性及び不揮発性タイプのハイブリッドな組み合わせであることができる。
【００４１】
　本出願のコンピュータプログラム製品は、周知であるさまざまな画像操作アルゴリズム
及びプロセスを活用してもよいことが理解されよう。本出願の実施形態のコンピュータプ
ログラム製品は、実施態様のために有用な、本明細書で特に示されていないかまたは説明
されていないアルゴリズム及びプロセスを組み入れ得ることがさらに理解されよう。その
ようなアルゴリズム及びプロセスは、当業者の画像処理技術の範囲内である従来のユーテ
ィリティを含んでもよい。画像を作成するかそうでなければ処理するための、または本出
願のコンピュータプログラム製品と協働するためのそのようなアルゴリズム及びシステム
、及びハードウェア及び／またはソフトウェアの付加的な態様は、本明細書では特に示さ
れていないかまたは説明されておらず、当技術分野において既知であるそのようなアルゴ
リズム、システム、ハードウェア、構成要素及び要素から選択され得る。
【００４２】
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　一定の典型的な実施形態では、第１の患者位置決め及び保持システム６は、台２または
回転可能なガントリ３から吊設された実質的に透過性のシールドと、下顎受けと噛み要素
とを含む下顎位置決め要素とを含むことができる。一実施形態では、シールドは、下顎支
持部と前頭部支持部との間に配設された開放窓を含むことができる。一実施形態では、シ
ールドは、目視可能な程度に透過性であることができ、Ｘ線を含むさらなる放射に対して
透過性であることができ、及び／またはポリカーボネート成形体材料から形成されること
ができる。一実施形態では、下顎支持部は、噛み要素のための高さアジャスタを含むこと
ができ、前頭部支持部は、患者に向かって調整可能に旋回可能であるように構成される。
一実施形態では、シールドは、シールド上に、またはシールドに結合された別個のパネル
上に装着された台のための柱高さ調整を設定するための、１つ以上の制御部を含むことが
できる。一実施形態では、シールドは、患者の位置決めを支援するための１つ以上のマー
キングを含むことができる。一実施形態では、シールドは、第１のフランクフルト平面位
置決め表示器を含むことができる。
【００４３】
　一定の典型的な実施形態では、口腔外撮像システムは、少なくとも１つの寸法に調整可
能な支持台と、支持台に装着され、Ｘ線源及び撮像センサパネルを、撮像領域を中心、と
して周回させるように構成された第１の台と、口腔外撮像システムに結合され、Ｘ線源と
第１のセンサとの間に位置決めされて、それによって、Ｘ線が、第１の患者位置決めユニ
ットに結合され、下顎位置決め要素を含む下顎支持部を含む撮像領域に放射された後に第
１のセンサに当たるようにされる、第１の患者位置決めユニットと、第１の患者位置決め
ユニットシールドに結合された頭部支持部と、第１のフランクフルト平面位置決め表示器
と、支持台に装着され、第２の撮像センサパネルを第２の撮像領域の周りに位置決めする
ように構成された第２の台と、第２の台に結合され、Ｘ線源と第２のセンサとの間に位置
決めされて、それによって、Ｘ線が、第２の患者位置決めユニットに結合された頭部支持
部を含む第２の撮像領域に放射された後に第２のセンサに当たるようにされる、第２の患
者位置決めユニットと、第２のフランクフルト平面位置決め表示器とを含むことができる
。一実施形態では、第２のフランクフルト平面位置決め表示器は、固定して装着されるか
、着脱可能に装着されるか、または少なくとも２つの位置間で動くように装着されるか、
もしくは回転可能に装着される。一実施形態では、第２の患者位置決めユニットは、Ｘ線
源と第２の撮像センサパネルとの間に患者を繰り返しかつ正確に位置決めするように構成
される。
【００４４】
　本発明は詳細に説明され、そして典型的または今のところ好ましい実施形態を特に参照
して説明されてきたかもしれないが、本発明の本質及び範囲内で、変形及び改変がなされ
ることができることが理解されよう。例えば、本明細書に開示された典型的な手位置決め
装置の実施形態は、頭部計測台に装着するための単一のアームと単一の方向への移動とを
用いる。代替的に、典型的な手位置決め装置の実施形態は、選択された方位（例えば器具
なし）と、例えば重力と、所定の位置合わせを保持するための切り欠き位置とをもって、
頭部計測台内部へ設置するための直角方向への２つまたは二重の移動を用いることができ
る。さらに、一定の選択された実施形態では、手位置決め装置は、第１の方向に沿って延
びるように向けられた装着凹部及び細長凹部を含むことができ、頭部計測台は、延伸部を
備え、手位置決め装置は、延伸部が第１の方向で位置合わせされたときのみ、頭部計測台
に装着されることができる。加えて、本出願による典型的な装置及び／または方法の実施
形態は、複合型の頭部計測パノラマ式及びコンピュータ断層撮影歯科用撮像装置に関して
説明されてきたが、任意の付加的な動作モードまたは機能性をもって、スタンドアロンの
頭部計測撮像装置または頭部計測撮像装置に適用可能であることが意図される。したがっ
て、現在開示されている典型的な実施形態は、すべての点において、例示的であり限定的
ではないと見なされる。また、磁力を用いることに代わるものを想定することもできる。
本発明の範囲は、添付の請求項によって示され、その等価物の意味合い及び範囲内でもた
らされるすべての変化は、その中に包含されることが意図される。
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【００４５】
　１つ以上の実施態様に対して本発明を例証してきたが、添付の請求項の本質及び範囲か
ら逸脱することなく、例証された例に対する代替及び／または改変がなされてもよい。加
えて、本発明の特定の特徴は、いくつかの実施態様のうち１つに対して開示されている可
能性があるが、そのような特徴は、その他の実施態様の１つ以上他の特徴と組み合わせら
れることができ、任意の所与のまたは特定の機能に対して所望され、かつそれにとって有
利であることができる。用語「ａｔ　ｌｅａｓｔ　ｏｎｅ　ｏｆ（のうち少なくとも１つ
）」は、列記された項目のうち１つ以上を選択することができることを意味するために用
いられる。用語「ａｂｏｕｔ（およそ）」は、例証された実施形態に対してプロセスまた
は構造において不適合とならない限り、列記された値をある程度変更することができるこ
とを示す。最後に、「ｅｘｅｍｐｌａｒｙ（典型的な）」は、説明が一実施例として用い
られ、それが理想であることを含意するものではないことを示す。当業者においては、本
発明の他の実施形態は、本明細書を考慮し、本明細書に開示された本発明を実践すること
から明白となろう。本明細書及び実施例は、例示としてのみ考慮されることが意図され、
本発明の真の範囲及び本質は、以下の請求項によって示され、その等価物の意味合い及び
範囲内でもたらされるすべての変化は、その中に包含されることが意図される。

【図１】 【図２】
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